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A. 研究目的 
本研究の目的は、国民の健康を守る観点から

たばこ規制枠組み条約 FCTC の履行状況を検証
し、政策提言を行うことにある。昨年は FITC11
条に重点をおき検討した。本年度は特に、9,10
条について、1)FCTC で求められる内容、2)わ
が国の現状と課題、3)関連する国内法規とたば
こ規制推進にあたっての法的課題、4)今後の対
策にむけた課題、等について検討を行う。 

 
B. 研究方法 
 文献的検討に加えて、国内外のたばこ対策研
究を行っている研究者との情報交換より検討を
加えた。 
 
C. 研究結果と考察 
C.1. FCTC 第 9,10 条とガイドライン 
 FCTC 第 9 条,10 条においては次のようにうた
われている。 
第 9 条(たばこ製品の含有物に関する規制) 

締約国会議は、権限のある国際団体と協議の
上、たばこ製品の含有物及び排出物の試験及び
測定並びに当該含有物及び排出物の規制のため
の指針を提案する。締約国は、権限のある国内
当局が承認した場合には、当該試験及び測定並
びに当該規制のための効果的な立法上、執行上、
行政上又は他の措置を採択し及び実施する。 
第 10 条(たばこ製品についての情報の開示に関
する規制) 
締約国は、国内法に従い、たばこ製品の製造

業者及び輸入業者に対したばこ製品の含有物及
び排出物についての情報を政府当局へ開示する
よう要求する効果的な立法上、執行上、行政上
又は他の措置を採択し及び実施する。さらに、
締約国は、たばこ製品及び当該たばこ製品から
生ずる排出物の毒性を有する成分について情報
を公衆に開示するための効果的な措置を採択し
及び実施する。 
さらに、これらを実施するために「たばこ規

制枠組条約第 9，10 条の施行のための部分的ガ
イドライン」が準備されている。 

研究要旨  
 我が国のたばこ製品は、主流煙・副流煙・たばこ葉に含有される有害化学物質量には規制が無く、さらに
たばこ製品の魅力を増すと報告されるメンソールなどの添加物を含んだたばこ製品の販売が増えてきてい
る。受動喫煙対策も進む中、喫煙者の禁煙行動を抑制するような製品開発も広がっているところである。 
 FCTC9,10 条では、たばこ製品の含有物に関する規制、およびたばこ製品についての情報の開示に関する
規制を定め、これに基づき、有害化学物質の測定法の国際標準が作成されているところである。本稿では、
第 9，10 条および同条施行のためのガイドラインに関する解説、2014 年 10 月モスクワで開催された FCTC 
COP６における同条関連の情報について検討した。たばこ製品の含有物の規制および情報開示を進めるた
めには、国内のたばこ有害成分評価にISO法に加えて、HCI法の導入を求める。さらには、これらの有害
成分の開示をたばこ産業および輸入業者に求めることを制度化していくことを検討すべきである。 
 FCTC11 条に関連しては、昨年詳しく検討し報告したところである。その後の経過として、2012 年オー
ストラリアで始まったたばこ箱を簡易包装に規制するプレーンパッケージに関し、2015 年３月にアイルラ
ンドと英国でも規制法が成立した。これに対し、たばこ産業は、商標使用に制限を課し知的財産権の保護規
定に違反していると訴え、法規制に反発を示しているが、オーストラリアでは、最高裁が規制法は合憲であ
るとの判断を示している。 
次年度は、これらの成果を踏まえ、たばこ有害成分評価とその情報開示、およびたばこパッケージに関

する最新の知見をまとめたファクトシートの作成を目指したい。 
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このような中、前述の平成 12 年度調査対象と
同じ銘柄に付いて調べることが出来た平成 20 
年のたばこ主流煙中の TNSA を比較すると、図
５に示すようにいずれの銘柄も低下していた。
しかし、その低下の程度はせいぜい半減程度で
あった。一方、同時期にカナダにおいてはたば
こ葉中 TSNA 量を３分の１から５分の１程度ま
で低減することに成功している６）。 
これは、TSNA はたばこ葉を収穫してからた

ばこ製品に加工するまでの乾燥、醸成貯蔵過程
においてたばこ葉中の亜硝酸がアルカロイドと

反応し生成することが多いが、その過程の温度、
酸素濃度などを制御することで生成を抑制して
いるものと思われる。 
このように、たばこ葉中および主流煙中有害

化学物質を評価する手法を標準化しモニタリン
グすることにより、低減につなげることも可能
である。 
なお、国内における今後の評価体制と健康影

響評価について、平成 25 年度より厚生労働省に
厚生科学審議会地域保健健康増進栄養増進部
会・たばこの健康影響評価専門委員会が設置さ
れ検討が開始された。  

FCTC も示しているが、これらの化学物質の
評価は、評価することを通して既存の技術で達
成可能な限り低減することを目的としているが、
低減されたたばこ製品を推奨するものではない。
たばこ製品の含有物および排出物の監視と規制
を、FCTC 各条文のその他の規制とあわせ実施
することで、たばこ対策を総合的に進める根拠
とするものである。国の水準でこれら内容物を
理解することにより、たばこ製品の規制やより
良い政策の開発をサポートすることができる。 
さらには、これらの情報開示においては、公

的機関がモニタリングするだけでなく、たばこ
製品の製造及び輸入を行っている企業・業者に
情報提供を求め開示することが進められている。 

図５ 国内たばこの主流煙中 TSNA 量の推移

～2000、2008 年のデータの比較～ 

表１. FDAがタバコ会社等に求めた有害性化学物質 (HPHCs）93種のうち、分析法が確立さ
れていることから2012年ドラフトガイダンスに取り入れた20種の化学物質 

HPHCs in Cigarette Smoke HPHCs in Smokeless Tobacco 
HPHCs in Roll-your-own 
Tobacco and Cigarette Filler 

Acetaldehyde Acetaldehyde Ammonia 
Acrolein Arsenic Arsenic 
Acrylonitrile Benzo[a]pyrene Cadmium 
4-Aminobiphenyl Cadmium Nicotine (total) 
1-Aminonaphthalene Crotonaldehyde NNK* 
2-Aminonaphthalene Formaldehyde NNN** 
Ammonia Nicotine (total and free) 　  
Benzene NNK* 　  
Benzo[a]pyrene NNN** 　  
1,3-Butadiene 　  
Carbon monoxide 　  
Crotonaldehyde 　  
Formaldehyde 　  
Isoprene 　  
Nicotine (total) 　  
NNK* 　  
NNN** 　  
Toluene 　  　  
1 - Roll-your-own tobacco is defined in section 900(15) of the FD&C Act to mean “any tobacco product which, because of its 
appearance, type, packaging, or labeling, is suitable for use and likely to be offered to, or purchased by, consumers as tobacco 
for making cigarettes.” The term cigarette filler is not defined in the FD&C Act. For purposes of this draft guidance, we 
intend cigarette filler to mean the cut, ground, powdered, or leaf tobacco that is a component of a cigarette. 

*4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone 

** N-nitrosonornicotine 

http://www.fda.gov/TobaccoProducts/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ucm297752.htm  
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米国は FCTC を批准していないが、2012 年
に 食 品 医 薬 品 局 (FDA; Food and Drug 
Administration)が、たばこ製品やたばこ煙に含
まれ喫煙者や非喫煙者に害を及ぼす可能性があ
るとして、有害あるいは潜在的に有害な成分
(HPHCs; harmful and potentially harmful 
constitutions)93 物質のリストを公開した。こ
れらのうち、分析法の確立している２０成分（表
１）を、たばこ産業及び輸入業者に報告を要求
する政策を取っている。 

2014年 10月に第 6回締約国会議（Conference 
of the Parties: COP６）がロシア，モスクワで
開催され，FCTC の各条項に基づいて会議が行
われた。この中で、FCTC 9，10 条のガイドラ
インについても検討が進められた。その要点と
しては、次のようなところである。 
すなわち、有害成分に関しては、TobLabNet

は、まだ評価法が確立していない次の事項を測
定するための標準化された試験方法の開発を優
先されるべきである。 

(1) カドミウムおよび鉛の含有量 
(2) 水たばこの煙中のニコチン 
(3) 無煙たばこ製品中のニコチン，TSNA，ベ

ンゾ[a]ピレン 
さらには、魅惑的で間違った誘導や人を欺く

ような印象が増加した観点から，他のたばこ製
品の関心ある特徴と同じように，特殊なたばこ
製品の特徴（スリム／スーパースリムデザイン
のたばこ，フィルター通気率，ここ数年我が国
で販売されているフィルター中にメンソールカ

プセルを封入して味や香りを伝達する新規フィ
ルターデザイン）について報告書の準備も要求
した。 

 
C.2. FCTC 第 11 条：たばこ製品の包装及びラ
ベル 
 昨年度報告書で示したように 2012 年オース
トラリアで始まったたばこ箱を簡易包装に規制
するプレーンパッケージに関し、2015 年３月に
アイルランドと英国でも規制法が成立した。 
 今後、これらの国以外にも、フランス、ノルウ
ェー、スエーデン、フィンランドなど欧州、北欧
諸国、さらにはニュージーランド、トルコ、台湾、
ブラジルなどでも導入が検討されている。 
 一方、オーストラリアで始まったプレーンパッ
ケージに対し、たばこ産業から商標使用に制限を
課し知的財産権の保護規定に違反する等の訴え
から反発を示しているが、オーストラリアでは、
最高裁が規制法は合憲であるとの判断を示して
いる。 
 2014 年９月にカナダがん学会がまとめた報告
書 「 Cigarette Package Health Warnings: 
International Status Report, 第 4 版」では、プ
レーンパッケージは導入されていなくても、画像
警告表示を導入している国は少なくとも 77 カ
国・地域に及んでいる（表２）。同報告書では、
各国の取組み状況がランキングされているが、日
本は、198 カ国・地域中、第 110 位（最下位から
14 番目）にランキングされている。 
 

表２ たばこパッケージに画像警告表示を導入している国々と導入年 
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D. 結論 
たばこ葉および主流煙には、発がん物質を含

む有害化学物質が多数含まれている。 
これらたばこ主流煙中の有害化学物質の曝露

量は、喫煙法とたばこ銘柄によって変動するこ
とが知られているが、現在、たばこ銘柄の情報
は開示されていない。 

また、有害化学物質の低減化は可能なものも
多くある。 

今後、FCTC9,10 条に基づいたたばこ対策を強
く推進する必要性があり、これによってたばこ
製品の有害化学物質の規制・含有量を含めた情
報開示、FCTC11 条に関連してプレーンパッケー
ジや警告画像の導入を含め諸外国の状況を踏ま
えた警告表示の修正を行われることにより、た
ばこ製品の有害性の評価，喫煙者・受動喫煙者
の健康影響の低減が可能になり、さらには新規
たばこ製品の抑制になることも期待される。 

そのためには、国内のたばこ有害成分評価に
ISO 法に加えて、HCI 法の導入を求める。さらに
は、これらの有害成分の開示をたばこ産業およ
び輸入業者に求めることを制度化していくこと
を検討すべきである。 

次年度は、これらの成果を踏まえ、たばこ有
害成分評価とその情報開示、およびたばこパッ
ケージに関する最新の知見をまとめたファクト
シートの作成を目指したい。 
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